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入札説明書資料一覧 

 

１ 入札説明書（案）                                                   １ 

２ 様 式 

（１）提出書類 

  ア 競争入札参加資格確認申請書（確認申請書）                       ７ 

  イ 入札参加資格確認書類（確認書類） 

   ①誓約書（様式１）                                               ８ 

  ②品質証明書（様式２）                                         １０ 

  ③ＬＮＧ専用タンクローリー車の保有状況に関する資料（様式３） １１ 

  ④常時の出荷基地に関する資料（様式任意） 

  ⑤オンコール体制に関する資料（様式任意） 

  ⑥非常時の出荷基地に関する資料（様式任意） 

  ⑦ＢＣＰに関する資料（様式任意） 

  ⑧入札保証金納付方法通知書（様式４）                           １２ 

  ⑨入札保証金納付免除申請書（様式５）                           １３ 

  ⑩入札参加申込みチェックリスト【入札参加者用】（様式６）       １４ 

（２）その他書類 

  質問書（様式７）                                               １５ 

３ 契約書（案）                                                     １６ 

   請求書（案）                                                   ２１ 

   品質管理表（請求書に添付）（案）                                ２３ 

４ 入札者心得書                                                     ２４ 

 



 
入 札 説 明 書（案） 

 
 液化天然ガス（ＬＮＧ）の購入について一般競争入札を平成●●年●月●日付け愛知県公報第
●●●●号公告により次のとおり実施する。 
 なお、入札等については関係法令に定めるもののほか、公告及び入札説明書によるものとする。 
 
１ 調達内容 
 (1)  案件の名称及び予定数量 

液化天然ガス（ＬＮＧ）の調達 
調達予定量 液体重量 1,650ｔ/年 

 (2) 契約方法 
    単価契約（１t当たり単価。ただし、取引量の単位は 0.01ｔ） 
 (3) 案件の仕様等 
    発注仕様書（別添）のとおり 
 (4) 納入期間 
   平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31日まで 
 (5) 納入場所 
  愛知県犬山浄水場（犬山市大字犬山字東洞 15 番地） 

 (6) 入札方法 
    ア この入札は、あいち電子調達共同システム（物品等）のサブシステムである電子入札シ

ステム（以下「電子入札システム」という。）により実施するため、電子署名及び認証業
務に関する法律（平成 12 年法律第 102 号）に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証
業務を行う者が発行する電子的な証明書のうち、一般財団法人日本建設情報総合センター
が提供する電子入札コアシステムに対応した証明書を格納しているカード（以下「IC カ
ード」という。）が必要です。入札書は、電子入札システムにより作成し、電子署名等を
付した上で電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムにより難い
場合は、紙による入札書の提出により入札に参加することができます。 

  イ 詳細な入札方法は、愛知県企業庁物品等電子調達実施要領によるものとします。  
アドレス http://www.pref.aichi.jp/0000006345.html 

  ウ 支払に当たっては、入札書に記載された１ｔあたりの入札単価に平均輸入単価※１並びに石

油石炭税※２を加え、取引量を乗じて得た金額に、100 分の８に相当する額を加算した金額を

もって行います。 

    したがって、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった１ｔあたりの売買希望単価の 108 分の 100 に相当する金額から、平均輸

入単価及び石油石炭税を控除した単価を入札書に記載してください。 

    落札に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札単価とします。 

    ※１ 平均輸入単価は、取引月の２～４か月前の財務省貿易統計「液化天然ガス 

2711.11-000」の日本国全体の輸入価格をその数量で除した１ｔあたりの単価（円未満

の端数は 10 銭の位を四捨五入）とします。なお、入札時における平均輸入単価は入札

公告日の２～４か月前の単価とします。 

    ※２ 石油石炭税は、石油石炭税法に基づき課される税金であり、金額は取引月の税額とし
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ます。なお、平成 28 年４月１日時点の適用単価は 1,860 円／ｔです。 
 
２ 競争参加資格 
(1)  地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下、「政令」という。）第 167 条の４の規
定に該当しない者であること。 

(2)  この公告の日から落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関
する合意書」（平成 24 年６月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）１(1)アに
規定する調達契約からの排除措置を受けていないこと。 

(3)  物品の製造等に係る愛知県競争入札参加資格者名簿（平成 28 年４月～平成 30 年３月）
大分類「01．物品の製造・販売」、中分類「23．燃料」、小分類「06．圧縮天然ガス」に登
録されている者であること。なお、この名簿に登録されていない者で本件入札に参加を希
望する者は、開札の日までに当該名簿に登録されること。 

(4)  この公告の日から落札決定までの間、愛知県会計局指名停止取扱要領及び愛知県企業庁
指名停止等取扱要領に基づく指名停止を受けていないこと。 

(5)  民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立がなされていない者
又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立がなされていない
者であること。 

 
３ 入札参加資格の確認等 
(1) 入札に参加を希望する者は、(3)のとおり提出書類を提出し、入札参加資格の確認を受け
なければならない。 

   なお、提出書類について説明を求められたときは、これに応じなければなりません。 
(2) 期限までに(3)の提出書類を提出していない者及び入札参加資格がないと認められた者
は入札に参加することはできません。 

(3) 提出書類及び提出方法 

提出書類 提出部数 提出方法 

ア 競争入札参加資格確認申請書
（以下、「確認申請書」という。） 

１部 電子システム（※）への登録により、平
成●●年●月●日（●）午前９時から平
成●●年●月●日（●）午後５時までに
提出すること。 
電子入札システムにより難い場合は、紙
により提出すること。 

イ 入札参加資格確認書類（以下、
「確認書類」という。） 

－ （４）アに掲げる場所へ持参により、平
成●●年●月●日（●）午前９時から平
成●●年●月●日（●）午後５時までに
提出すること。 
（受付時間は、日曜日、土曜日及び休日
を除く午前９時から午後５時まで（正午
から午後１時までを除く。）） 

 （ア）誓約書（様式１） １部 

 （イ）品質証明書（様式２） １部 

 （ウ）ＬＮＧ専用タンクローリ
ー車の保有状況に関する資
料（様式３） 

１部 

 （エ）常時の出荷基地に関する
資料（様式任意） 

１部 

 （オ）オンコール体制に関する
資料（様式任意） 

１部 
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 （カ）非常時の出荷基地に関す
る資料（様式任意） 

１部 

 （キ）ＢＣＰに関する資料（様
式任意） 

１部 

ウ 入札保証金納付方法通知書（様
式４） 

（入札保証金等の納付を行う場合
のみ提出すること。） 

１部 

エ 入札保証金納付免除申請書（様
式５） 

（入札保証金の免除を申請する場
合のみ提出すること。） 

１部 

オ 入札参加申込みチェックリス
ト【入札参加者用】（様式６） 

１部 

※電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23
年法律第 178 号）に規定する休日（以下、「休日」という。）及び 12月 29 日から翌年１月３
日までの日以外の日の午前８時から午後８時まで。 
 

(4) 提出書類の持参場所 
ア 持参場所 
  愛知県尾張水道事務所管理課 
   一宮市昭和三丁目３番 28 号（郵便番号 491-0917） 
   電話（0586）45-1036 
イ その他 
(ｱ) 提出書類に係る費用は、提出者の負担とする。 
(ｲ) 提出された書類は、原則として公表せず、また、無断で使用することはしない。な
お、提出された書類は申請者に返却しない。 

(ｳ) 提出期限以降は、提出書類の差し替え及び再提出は認めない。 
(5) 入札参加資格の確認結果通知 
 平成●●年●月●旬ごろに電子入札システム又は郵送により通知する予定である。 

(6) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めることができる。説明を
求めるときは、確認結果通知を受理してから７日以内に(4)アの場所にその旨を記した書
面を持参しなければならない。 
 理由は、説明を求められた日から３日以内に書面で通知する。 

 
４ 入札説明書に対する質問 
(1) 入札説明書に対する質問は、次のとおり質問書（様式７）を持参により提出すること。 
 ア 受付場所 
   ３(4)アに同じ。 
 イ 受付期間 
   平成●●年●月●日（●）から平成●●年●月●日（●）まで（土曜日、日曜日及び休
日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 上記の質問に関する回答は、この質問書受領後すみやかに行う。なお、その回答書は、
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次のとおり閲覧に供する。 
 ア 閲覧場所 
   ３(4)アに同じ。 
 イ 閲覧期間 
   平成●●年●月●日（●）から平成●●年●月●日（●）まで（土曜日、日曜日及び休
日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 
５ 入札期間等 
(1) 入札期間 

平成●●年●月●日（●）午前９時から平成●●年●月●日（●）午後５時まで（電子
入札システムの稼働時間は、３(3)のとおり。） 

(2) 開札の日時及び場所 
 ア 日時 

平成●●年●月●日（●）午前●時 
 イ 場所 

３(4)アに同じ。 
(3) 再入札 

１回目の入札で落札者がいない場合は、再入札を行うことを通知した上で、次のとおり
再入札を行います。 

  ア 受付期間 
    平成●●年●月●日（●）午後１時から平成●●年●月●日（●）午後１時まで 
  イ 開札予定日時 
    平成●●年●月●日（●）午後１時 30分 
 
６ 入札保証金 
(1) 入札に参加しようとする者は、入札単価に入札公告日の２～４か月前の平均輸入単価（財
務省貿易統計「液化天然ガス 2711.11-000」の日本国全体の輸入価格をその数量で除した
１ｔあたりの単価（円未満の端数は 10 銭の位を四捨五入）とします。）及び石油石炭税を
加えた単価の 100 分の８に相当する金額を加算した売買希望単価に１(1)の調達予定量を
乗じて得た見積金額の 100 分の５以上の金額の入札保証金（愛知県企業庁財務規程（昭和
55 年愛知県企業庁管理規程第 14号。以下｢財務規程｣という。）第 162 条に定める入札保証
金に代わる担保を含む。）を５(1)の日時までに納めなければなりません。 

(2) 入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部
または一部の納付が免除される（財務規程第 161 条の規定による免除）。 

 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 
 イ 政令第 167 条の５の規定により企業庁長が定める資格を有する者で、過去の実績から判
断して（※）その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 
 ※「過去の実績から判断して」とは、以下の項目を全て満たしている契約実績が２件以上
ある場合を指します。 

  (ｱ) 契約期間が四半期以上の単価契約によるもの。 
  (ｲ) 納入期間が申請日からさかのぼって２年前から現在までにかかるもの。 
  (ｳ) 本件調達と同様にタンクローリー車によるＬＮＧの配送を含むもの。ＬＮＧ出荷基

地等での量り売りで配送を含まないものは免除できる実績とは認めない。 
  (ｴ) 契約数量又は供給実績数量が、液体重量で 800ｔ/年以上のもの。 
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(3) 入札保証金等の納付を行う者は、平成●●年●月●日（●）午後５時までに愛知県尾張
水道事務所管理課に入札保証金納付通知書（様式４）を提出すること。入札保証金等の納
付を行う場合は後日、納付の方法を示すので、これに従い５(1)の日時までに納付を行うこ
と。 

(4) 入札保証金の免除を受けようとする者は、愛知県尾張水道事務所管理課に３(3)イの確認
書類を提出する際に入札保証金納付免除申請書（様式５）を提出すること。 

 ア (2)アにより入札保証金納付の免除をうけようとする者は、「入札保証金納付免除申請
書」に入札保証保険の保険証券を添付して提出しなければならない。 

 イ  (2)イにより入札保証金納付の免除をうけようとする者は、「入札保証金納付免除申請
書」に(2)イ(ｱ)～(ｴ)の項目を満たす納入契約書の写しを添付して提出しなければならな
い。 

(5) 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当する。 
 (6) 入札保証金等の納付がなく、入札保証金が免除される者であることを確認できない場合

は、その者は入札に参加できない。また、その者が行った入札は無効となる。さらに、落
札決定後に、この落札者の行った入札が無効であることが確認された場合は、落札決定を
取り消す。 

 
７ 売買代金等 
 (1) 売買単価は次の算式により算出するので、入札者は「契約（＝入札）単価」だけを入札

するものとします。入札の単位は円とします。 
    １ｔ当り売買単価 
    ＝（平均輸入単価＋契約（＝入札）単価＋石油石炭税） 
    平均輸入単価及び石油石炭税については、１(6)ウのとおり。 
    なお、売買代金は、この売買単価に取引量を乗じた金額に 100 分の８に相当する額を加

算した金額となります。 
    売買代金 
    ＝（平均輸入単価＋契約（＝入札）単価＋石油石炭税）×取引量×1.08 
 (2) 入札の回数は２回までとします。 
 
８ 開札方法 
  開札は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行います。 
 
９ 入札の無効 
  財務規程第 159 条（入札の無効）の規定に該当する入札、ＩＣカードを不正に使用して行っ
た入札、確認申請書又は確認書類に虚偽の記載をした者の入札又は愛知県建設工事入札者心得
書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者
を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

 
10 落札者の決定方法 

財務規程第 164 条第１項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価
格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 
なお、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者が複数いた場合

は、電子くじにより落札者を決定します。 
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11 契約書作成の要否 
要（別添契約書（案）のとおり） 

 
12 契約保証金 
 (1) 落札者は、財務規程第 132 条の規定に基づく契約保証金を納めなければならない。 
 (2) 落札者が、財務規程第 133 条の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又

は一部の納付を免除される。 
 (3) 契約保証金の納付は、財務規程第 134 条第１項の各号に掲げる担保の提供をもって代え

ることができる。 
 (4) 財務規程第 133 条第３号に定める「過去の実績から判断して」とは、６の内容と同様と

する。 
 
13 支払条件 

別添契約書（案）の規定による。 
 
14 特定の不法行為に対する措置 
(1) 本件契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合は、損害賠償を請求します。
また、損害賠償の請求にあわせて本件契約を解除することがあります。 

(2) 本件契約に関し、妨害又は不当要求を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに、
警察へ被害届を提出しなければなりません。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争
入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがあり
ます。 

 
15 その他 
(1) 入札・契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国の通貨に限りま
す。 

(2) 入札参加者は、入札説明書及び愛知県建設工事関係入札者心得書（別添）を熟読し、公
正かつ適正に入札すること。 

(3) 提出書類に虚偽の記載をした場合においては、愛知県会計局指名停止取扱要領及び愛知
県企業庁指名停止等取扱要領に基づく指名停止を行うことがあります。 

(4) 提出書類の記載内容が不明確で本件調達の入札参加資格を確認できない場合には、説明
を求めることがあります。 

(5)  本案件は、議会における当該案件に係る予算の成立を条件とします。 
(6) 問い合わせ先 
ア 入札参加資格及び入札に関する事項 
  ３(4)アに同じ。 
イ 調達案件の仕様等に関する事項 
愛知県企業庁水道部水道事業課浄水・水質グループ 
電話（052）954-6683（ダイヤルイン） 
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平成  年  月  日  

 

 

 

競争入札参加資格確認申請書 
 

 愛知県尾張水道事務所長 殿 

 

                          業者登録番号 

                          商号又は名称 

                          代表者役職氏名 

 

 下記案件に係る入札に参加したいので、競争入札参加資格を確認してください。 

 なお、申請内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

記 

 案件番号    平成●●年●月●日公告 

 調達整理番号  ●●●●●●●・・・ 

 案件名称    液化天然ガス（ＬＮＧ）の調達 
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（様式１） 
 

誓 約 書 （案） 

 
平成  年  月  日 

 
 愛知県尾張水道事務所長 殿 
 

住    所 
商号又は名称 
代表者氏名          ○印 

 
 
 平成●●年●月●日に公告があった犬山浄水場のＬＮＧの入札について、下記のとおり誓約いた
します。 

記 
 １ 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しておりません。 
 ２ 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成24年６月29日付け愛
知県知事等・愛知県警察本部長締結）１(1)アに規定する調達契約からの排除措置を受けており
ません。 

 ３ 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立て又は会社
更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てをしておりませ
ん。 

 ４ 契約書（案）及び発注仕様書（案）の定めのとおりの指定日時、指定場所に確実に納入する
ことを確約いたします。 

 ５ 提出する添付書類の内容は事実と相違ありません。 
 
 （添付書類）記載要領は裏面のとおり 
  ①品質証明書（様式２） 
  ②ＬＮＧ専用タンクローリー車の保有状況に関する資料（様式３） 
  ③常時の出荷基地に関する資料（様式任意） 
  ④オンコール体制に関する資料（様式任意） 
  ⑤非常時の出荷に関する資料（様式任意） 
  ⑥ＢＣＰに関する資料（様式任意） 
  ⑦入札保証金納付方法通知書（様式４） ※入札保証金等の納付を行う場合のみ提出 
  ⑧入札保証金納付免除申請書（様式５） ※入札保証金の免除を申請する場合のみ提出 
  ⑨入札参加申込みチェックリスト【入札参加者用】（様式６） 
 
                         担当者連絡先 
                          氏  名 
                          電話番号 
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（裏面）添付書類の記載要領 
 
（証明書） 
① 品質証明書 
  別添様式２によること。 
  「１ 成分」、「２ 低位発熱量」及び「３ 単位体積重量」について、最近３か年の供給実績
値を記載し、納品予定のＬＮＧの品質を証明すること。供給実績値は原則、本件調達と同様にタ
ンクローリー車によるＬＮＧの配送を含むものとするが、その実績が無い者はＬＮＧ出荷基地等
での量り売りで配送を含まないものを記載してよい。 
 
（提出資料） 
② ＬＮＧ専用タンクローリー車の保有状況 
  別添様式３によること。 
 
③ 常時の出荷基地 
  様式任意。ただし、出荷基地が名古屋港以外にある者は、発注仕様書に定める具体的な措置を
簡潔に説明すること。 
 
④ オンコール体制 
  様式任意。 
 
⑤ 非常時の出荷に関する書類 
  犬山浄水場を優先供給先として位置付ける旨の誓約書 
  非常時における、名古屋港以外の基地からの供給体制 
  様式任意。ただし、③の出荷基地が名古屋港以外にある者は、③と⑤の出荷基地が十分遠隔地
にあることを簡潔に説明すること。 
 
⑥ ＢＣＰに関する書類 
  様式任意。申請者のＢＣＰの写し、抜粋又は要約書 
 
（その他） 
⑦ 入札保証金納付方法通知書 
  別添様式４によること。入札保証金等の納付を行う場合のみ提出すること。 
 
⑦ 入札保証金納付免除申請書 
  別添様式５によること。入札保証金の免除を申請する場合のみ提出すること。 
 
⑧ 入札参加者申込みチェックリスト【入札参加者用】 
  別添様式６によること。 
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（様式２） 
 
                                平成  年  月  日 
 愛知県尾張水道事務所 殿 
 
                         住 所 
                         商号又は名称 
                         代表者氏名      ○印 
 

品 質 証 明 書 

（入札参加資格確認書類） 
 
１ 成分                                      （％） 
 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平均 備考 
メタン     80.0 %以上 
プロパン      5.0 %以下 
エタン      
その他      4.0 %以下 
計 100.0 100.0 100.0 100.0  
 各年度の値は、4月から3月までの平均とすること。 
 0.1 %単位で表記すること。 
 各年度値及び平均値のすべてが備考欄（発注仕様書）を満たすこと。 
 
 
２ 低位発熱量                                 （MJ/kg） 
 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平均 備考 

低位発熱量     
49.3 MJ/kg±5%以内（46.8 
MJ/kg以上51.8 MJ/kg以下） 

 各年度の値は、4月から3月までの平均とすること。 
 小数点以下第１位まで表記すること。 
 各年度値及び平均値のすべてが備考欄（発注仕様書）を満たすこと。 
 
 
３ 単位体積重量                               （kg/ N） 
 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平均 備考 

単位体積重量     
0.800 kg/ N±5%以内（0.760 
kg/ N以上0.840 kg/ N以下） 

 各年度の値は、4月から3月までの平均とすること。 
 小数点以下第３位まで表記すること。 
 各年度値及び平均値のすべてが備考欄（発注仕様書）を満たすこと。 

平成29年度 
の入札例 
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（様式３） 
 
 

ＬＮＧ専用タンクローリー車の保有状況 

 
１ ＬＮＧ専用タンクローリーの保有状況 

積載量（kg） 台数 所有者 
   
   
   
 積載量別に記入すること。 
 
 
２ １のうち、本件ＬＮＧの納入に使用する予定の車両 

登録番号 積載量（kg） 所有者 
   
   
   
 車両（タンクローリー）の登録番号別に記入すること。 
 トレーラーヘッドと荷台で登録番号が異なる場合は、何れの番号も記入すること。 
 
 
注）所有者が申請者でない場合は、次の書類を全て添付すること。 
 ・ 申請者と所有者の関係を証する資料（申請日の前３か月以内のタンクローリーに関する契約
書写し又は所有者が申請者の関連法人であることを証する法人登記簿謄本写し及び所有者が申
請者のタンクローリー業務を行う法人であることを証する資料） 

 ・ 所有者のタンクローリーが本件ＬＮＧ納入業務に優先使用されることを誓約する所有者の誓
約書 
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（様式４） 
 

平成●●年●月●日  
 
 愛知県尾張水道事務所長 殿 
 
 
 
                         住 所 
                         商号又は名称 
                         代表者氏名      ○印 
 
 

入札保証金納付方法通知書 

 

公 告 年 月 日 平成●●年●月●日 

案 件 番 号  

調 達 整 理 番 号  

物 件 名   

納 入 場 所 愛知県犬山浄水場 

 
 上記物件の調達に係る入札保証金の納付方法は、次のとおり（番号に○印を付したもの）で
す。 
１．入札保証金 
２．国債または地方債 
３．政府の保証のある債券 
４．庁長が確実と認める社債 
５．銀行等に対する定期預金債権 
６．銀行等が振り出し、または支払保証をした小切手 
 
【「１．入札保証金（現金）」を選択した場合のみ記入してください】 
入札保証金納付額 金        円※売買希望単価（入札書記載単価に２～４か月前の平均輸

入単価及び石油石炭税を加えた単価に１００分の８に相当する金額を加えた額）に購入予定数量を乗じて得

た見積金額の１００分の５以上の金額 
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（様式５） 
 

平成●●年●月●日  
 
 愛知県尾張水道事務所長 殿 
 
 
 
                         住 所 
                         商号又は名称 
                         代表者氏名      ○印 
 
 

入札保証金納付免除申請書 

 
 下記のとおり、愛知県企業庁財務規程第161条の規定により入札保証金納付の免除を申請します。 

記 
１ 公告年月日 
  平成●●年●月●日 
２ 物件名 
  液化天然ガス（ＬＮＧ）の調達 
３ 納入場所 
  犬山浄水場 
４ 納入期間 
  平成●●年４月１日から平成●●年３月31日まで 
５ 添付資料 
  入札保証保険に係る証券（県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合） 
  契約書の写し（過去の実績から判断する場合） 
 
 
 
 
 
                         担当者連絡先 
                          氏  名 
                          電話番号 
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（様式６） 
 

入札参加申込みチェックリスト【入札参加者用】 
 

平成●●年●月●日  
物件名： 液化天然ガス（ＬＮＧ）の調達 
 
会社名：              （担当者）                 
■このチェックリストにより提出書類に不備がないか確認してください。 
下記のチェック欄に「 」を入れてください。なお、該当がない場合は「無」と記載してください。 

チェック項目 
チェック

欄 
確認内容 

共通項目 

 ア 日付けを記入すべき書類に日付けは記載さ
れているか。 

 イ 代表者印の押印漏れはないか。 

 ウ 各書類に記載する物件名は、入札説明書１
（1）の物件名と同一名であるか。 

ア 競争入札参加資格確認申請書   電子入札システムへ登録をしたか。 

イ 
入
札
参
加
資
格
確
認
書
類 

（ア）誓約書（様式１）  
 担当者の連絡先は記入したか。担当者は入札
参加資格確認書類について説明できる者である
か。 

（イ）品質証明書（様式２）  
 表中の各年度値は、最近３か年（入札公告日
の前年度までの３か年）のものであるか。 
 表の集計（計、平均）は、あっているか。 

（ウ）ＬＮＧ専用タンクローリー車の保有状況 

に関する資料（様式３） 
 

 所有者が申請者でない場合に必要な書類は、
添付したか。 
 本件ＬＮＧの納品に使用する予定の車両は、
犬山浄水場までの運行経路が通行可能であるこ
とを確認したか。 

（エ）常時の出荷基地に関する資料（様式任意）   発注仕様書に定める事項を確認できる書類と
なっているか。 

（オ）オンコール体制に関する資料（様式任意）   発注仕様書に定める事項を確認できる書類と
なっているか。 

（カ）非常時の出荷に関する資料（様式任意）   発注仕様書に定める事項を確認できる書類と
なっているか。 

（キ）ＢＣＰに関する資料（様式任意）   発注仕様書に定める事項を確認できる書類と
なっているか。 

ウ 入札保証金納付方法通知書（様式４）  入札保証金等の納付を行う場合のみ提出するこ
と。 

エ 入札保証金納付免除申請書（様式５）  入札保証金の免除を申請する場合のみ提出する
こと。 
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（様式７） 
平成●●年●月●日  

 
 愛知県尾張水道事務所長 殿 
 
 
 
                         住 所 
                         商号又は名称 
                         代表者氏名      ○印 
 
 

質 問 書 
 
 下記の質問について、回答してください。 

記 

物 件 名  液化天然ガス（ＬＮＧ）の調達 

質       問 回       答 

  

  

  

上記のとおり回答します。 

平成  年  月  日 

愛知県尾張水道事務所長 
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契  約  書  （案） 
 買受人愛知県を発注者とし、売渡人●●●●を受注者として、発注者と受注者間で次の条項により売買単価契約を

締結する。 

 （総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別添の LNG 発注仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契

約（この契約書及び LNG 発注仕様書等を内容とする物件の売買納入契約をいう。以下同じ。）を履行しなければなら

ない。 

２ 受注者は、次に掲げる条件で、物件を発注者又は発注者の指定した者が指示する場所に納入、売渡すものとし、

発注者は、その売買代金を支払うものとする。 

 (1) 物件名 

   LNG（液化天然ガス） 

 (2) 規格仕様 

   別添 LNG 発注仕様書のとおり 

 (3) 契約単価 

   １ｔ当たり●●●●円とする。ただし、取引単位は０．０１ｔとする。 

   売買代金は、契約単価に次の計算式のとおり、平均輸入単価並びに石油石炭税を加え、取引量を乗じて得た金

額に 100 分の８に相当する額を加算した金額とし、物件の引渡しに至るまでの一切の経費を含むものとする。ま

た、契約期間中は契約単価を変更することはできないものとする。ただし、経済事情の著しい変動等やむを得な

い事情があるときは、発注者と受注者で協議して契約単価を変更することができるものとする。 

   （計算式） 

   売買代金＝（平均輸入単価※１＋契約単価＋石油石炭税※２）×取引量※３×1.08※４ 

   ※１ 平均輸入単価は、財務省貿易統計「液化天然ガス『2711.11-000』（全日本）」の売買単価適用期間（取引

月の２～４か月前）の価格を数量で除した１ｔあたりの価格（円未満の端数は１０銭の位を四捨五入）と

する。 

   ※２ 石油石炭税は、石油石炭税法に基づき課される税金であり、金額は取引月の税額とする。 

   ※３ 取引量の単位は、０．０１ｔとする。 

   ※４ 契約単価に平均輸入単価並びに石油石炭税を加え、取引量を乗じて得た金額に１円未満の端数があると

きは、100 分の８に相当する額を加算する前に端数金額を切り捨てる。 

 (5) 納入場所 

   愛知県犬山浄水場（愛知県犬山市大字犬山字東洞１５番地） 

 (6) 数量、納期の指定方法 

   発注者又は発注者の指定した者は、受注者が納入月前月において予め定める日時までに、翌月の LNG 納入日及

び納入量を受注者へ連絡するので、受注者は LNG の納入日及び納入量を決定して発注者へ通知すること。 

   発注者の事由により、納入日及び納入量に変更が生じた場合、発注者又は発注者の指定した者は原則納入予定

日の２営業日前までにかかる変更を受注者へ連絡するので、受注者は変更後の LNG 納入日及び納入量を発注者へ

通知すること。 

 (7) 契約期間 

   平成 29年４月１日から平成 30年３月 31日まで 

 (8) 契約の保証に関する事項 

   愛知県企業庁財務規程第１３２条、第１３３条、第１３４条及び第１３５条によることとする。 

３ 物件の買入方法その他物件を納入するために必要な一切の手段（「納入方法等」という。以下同じ。）については、

この契約書及び LNG 発注仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この契約の履行に関して発注者・受注者間で用いる言語は、日本語とする。 

６ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

７ この契約の履行に関して発注者・受注者間で用いる計量単位は、LNG 発注仕様書に特別の定めがある場合を除き、

計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

８ この契約書及び LNG 発注仕様書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明
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治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

９ この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

 （権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あ

らかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 （特許権等の使用） 

第３条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以

下「特許権等」という。）の対象となっている納入方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わな

ければならない。ただし、発注者がその納入方法等を指定した場合において、LNG 発注仕様書に特許権等の対象で

ある旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要し

た費用を負担しなければならない。 

 （物件の品質） 

第４条 物件の品質については、LNG 発注仕様書に定めるところによる。 

 （納入代金額及び契約単価の変更方法等） 

第５条 納入代金額及び契約単価の変更については、発注者と受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から

１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な

費用の額については、発注者と受注者で協議して定める。 

 （一般的損害） 

第６条 物件の引渡し前に、物件について生じた損害その他物件の納入に関して生じた損害については、受注者がそ

の費用を負担する。ただし、その損害（受注者が県を被保険者として付保した保険等によりてん補された部分を除

く。）のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

 （完了検査及び引渡し） 

第７条 受注者は、物件の納入が完了したときは、その旨及び物件の引渡しを発注者又は発注者の指定した者に通知

しなければならない。 

２ 発注者又は発注者の指定した者は、前項の規程による通知を受けたときは、受注者の立会いのうえ納入済み物件

の検査を完了しなければならない。この場合、発注者又は発注者の指定した者は、当該検査の結果を受注者に通知

しなければならない。 

３ 発注者又は発注者の指定した者は、前項の検査によって物件の納入を確認した日をもって検査に合格した物件の

引渡しを受けなければならない。なお、検査に合格しなかった物件があるときは、発注者又は発注者の指定した者

は、当該不合格物件を受注者に返還するものとし、受注者はこれを引取らなければならない。 

４ 受注者は、物件が第２項の検査に合格しないとき又は物件の中に検査に合格しない物件があるときは、直ちに修

補又は代替する完全な物件を納入して、発注者又は発注者の指定した者の検査を受けなければならない。この場合

においては、補修又は代替する物件の納入の完了を物件の納入とみなして前３項の規定を適用する。 

５ 第２項及び前項の場合において、検査に直接要する費用又は修補若しくは物件に代替する完全な物件の納入に要

する費用は、受注者の負担とする。 

６ 第３項後段により受注者が引取るべき物件がある場合において、受注者が引取るべき物件が納入場所に正当な理

由なく残置され、発注者が相当の期間を定めてその引取りを請求したにもかかわらず受注者が引取らず、又はその

他適当な措置を講じないときは、発注者又は発注者の指定した者は、当該残置物を処分することができる。この場

合において、受注者は、発注者又は発注者の指定した者の処分について異議の申立てをすることができず、発注者

又は発注者の指定した者が当該処分により受注者に損害を与えた場合も、受注者は、発注者又は発注者の指定した

者に対してその損害の賠償を請求することができない。 

７ 前項の処分に要する費用は受注者の負担とする。 

 （納入代金の支払） 

第８条 受注者は、前条第２項の検査に合格した物件について毎月の納入数量を集計し、納入代金の支払を請求する

ことができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から３０日以内に納入代金を支払

わなければならない。 

17



 （納入物件の損害賠償） 

第９条 発注者又は発注者の指定した者は、物件に別添 LNG 発注仕様書に定める使用目的、品質基準に達しない等の

かしがあるとき又は物件のかしにより発注者又は発注者の指定した者が損害を受けたときは、受注者に対して相当

の期間を定めてその物件に代替する完全な物件の納入を請求し、又は物件の納入に代え若しくは物件の納入ととも

に損害の賠償を請求することができる。 

 （履行遅滞の場合における損害金等） 

第１０条 受注者は、受注者の責に帰すべき事由により納期内に物件の納入を完了することができないときは、遅滞

なく理由を発注者又は発注者の指定した者に申し出なければならない。 

２ 前項の場合において、発注者又は発注者の指定した者は、納期経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認

めたときは、受注者に損害金を請求することができる。この場合損害金の額は、履行遅滞に係る納入代金につき、

遅延日数に応じ、年１４．５パーセントの割合で計算した額とする。 

３ 前項の損害金に１００円未満の端数があるとき、又は損害金が１００円未満であるときは、その端数金額又はそ

の損害金は徴収しないものとする。 

４ 発注者又は発注者の指定した者の責に帰すべき事由により、第８条第２項の規定による売買代金の支払が遅れた

場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．８パーセントの割合で計算した額の遅延

利息の支払を発注者に請求することができる。 

 （発注者の解除権） 

第１１条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

 (1) 正当な理由なく、物件の納入に着手すべき期日を過ぎても物件の納入に着手しないとき。 

 (2) その責に帰すべき事由により納期内に完了しないとき又は納期経過後相当の期間内に物件の納入を完了する見

込みが明らかにないと認められるとき。 

 (3) 物件を粗雑に扱い、又は品質若しくは数量に不正な行為をしたとき。 

 (4) 発注者又は発注者の指定した者が行う物件の検査等に際して、職員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたと

き。 

 (5) 前４号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、既に発注を受けた物件のうち未納入部分の納入

代金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 （発注者の帰責による契約解除の損害賠償） 

第１２条 発注者は、物件の納入が完了するまでの間は、前条第１項の規定によるほか、必要があるときは、契約を

解除することができる。 

２ 発注者は前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。 

 （談合その他不正行為に係る解除）  

第１３条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することがで

きる。 

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」と

いう。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違

反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命

令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第５１条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は

受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対す

る命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定し

た場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に

関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

 (3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があ

ったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期

間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、
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当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出

を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 (4) 受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は

独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

(5) 受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに

該当した場合に適用する。 

３ 前２項の規定により契約が解除された場合における当該解除に係る違約金の徴収については、本契約の定めると

ころによる。ただし、この解除により受注者に損害を及ぼしても発注者はその責を負わない。 

（談合その他不正行為に係る賠償金の支払い） 

第１４条 受注者は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、

賠償金として、売買単価に調達予定数量を乗じて得た金額に 100 分の８に相当する額を加算した金額の 10分の２に

相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。  

２ 受注者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定に関わらず、売買単価に調達予定数

量を乗じて得た金額に100分の８に相当する額を加算した金額の10分の３に相当する額を支払わなければならない。 

 (1) 前条第１項第１号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第７項の規定の適用があると

き。 

 (2) 前条第１項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかにな

ったとき。 

 (3) 受注者が発注者に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 

３ 前２項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合

においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。  

４ 前各項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支

払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者

についても、同様とする。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１５条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、

このため受注者に損害が生じても、発注者はその責を負わないものとする。 

 (1) 法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支

配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個

人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力

団員」という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関

係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がい

ると認められるとき。 

 (2) 暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営又は運営に実質的に関与して

いると認められるとき。 

 (3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的

に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 

 (4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与

している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい

ると認められるとき。 

 (5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

 (6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当すること

を知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

 (7) 受注者が、第１号から第５号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の

相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注

者がこれに従わなかったとき。 
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 (8) 前２号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第１号から第５号のいずれかに該当する法人等であることを知

りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

２ 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに

該当した場合に適用する。  

３ 前各項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の１０分の１に相当する額を

違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払

わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者に

ついても、同様とする。 

（妨害又は不当要求に対する届出義務） 

第１６条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害（不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。）又は

不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又は

その要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）（以下「妨害等」という。）

を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。 

２ 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の県への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、愛

知県の調達契約からの排除措置を講じることがある。 

 （紛争の処理） 

第１７条 この契約書の各条項において発注者と受注者で協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注

者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者又は発注者の指定した者と受注者間に紛争が

生じた場合には、発注者及び受注者は、協議のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解

決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者で協議して特別の定めをした

ものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者それぞれが負担

する。 

 （補則） 

第１８条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者で協議して定める。 

この契約締結の証として契約書２通を作成し、記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

  平成  年  月  日 

 

     発注者 買受人  愛知県一宮市昭和三丁目３番 28号 

              愛知県 

              代表者 

              愛知県尾張水道事務所 

              所長  ●● ●●        ○印 

 

     受注者 売渡人   
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請  求  書 
 

平成  年  月  日  
 
 愛知県尾張水道事務所長 殿 
 
                      所 在 地         
                  契約者 商号又は名称         
                      代 表 者        印 
 
 下記のとおり請求します。 

記 

拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

          

 
 ただし、下記の納入代金 
１ 件名         液化天然ガス（ＬＮＧ）の納入（平成○○年○○月分） 
２ 納入先名称      犬山浄水場 
３ 納入先住所      愛知県犬山市大字犬山字東洞１５番地 
４ 契約締結年月日    平成  年  月  日 
５ 契約単価       金      円／ｔ 
６ 請求金額内訳書    別添 
７ 品質管理表      別添 
８ 支払方法 

口座振替 
○○銀行○○支店 
口座番号 
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（別添）請求金額内訳書 
 
請求金額の内訳を明記すること。 
 請求金額 
 ＝（平均輸入単価※１＋契約（＝入札）単価＋石油石炭税※２）×取引量※３×1.08※４ 

  ※１ 平均輸入単価は、取引月の２～４か月前の財務省貿易統計「液化天然ガス

『2711.11-000』（全日本）」の価格を数量で除した１ｔあたりの単価（円未満
の端数は 10銭の位を四捨五入）とする。 

  ※２ 石油石炭税は取引月における適用単価であり、平成 28 年４月１日時点の適
用単価は、1,860円／ｔである。 

  ※３ 取引量の単位は、0.01ｔとする。 
  ※４ 契約単価に平均輸入単価並びに石油石炭税を加え、取引量を乗じて得た金額    

    に１円未満の端数があるときは、100 分の８に相当する額を加算する前に端数
金額を切り捨てる。 

 
平均輸入単価の算定式を明記すること。 
 平均輸入単価の算定に用いた財務省貿易統計の資料を添付すること。 
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品 質 管 理 表 

（平成○○年○○月分請求書添付資料） 
 
１ 成分                                      （％） 
 平均（平成○年○月分） 備考 
メタン  80.0 %以上 
プロパン   5.0 %以下 
エタン   
その他   4.0 %以下 
計 100.0  
 平均値は、納入したLNGの平均とすること。 
 0.1 %単位で表記すること。 
 平均値のすべてが備考欄（発注仕様書）を満たすこと。 
 
 
２ 低位発熱量                                 （MJ/kg） 
 平均（平成○年○月分） 備考 

低位発熱量  
49.3 MJ/kg±5%以内（46.8 MJ/kg 以上
51.8 MJ/kg以下） 

 平均値は、納入したLNGの平均とすること。 
 小数点以下第１位まで表記すること。 
 平均値は、備考欄（発注仕様書）を満たすこと。 
 
 
３ 単位体積重量                               （kg/ N） 
 平均（平成○年○月分） 備考 

単位体積重量  
0.800 kg/ N±5%以内（0.760 kg/ N 以上
0.840 kg/ N以下） 

 平均値は、納入したLNGの平均とすること。 
 小数点以下第３位まで表記すること。 
 平均値は、備考欄（発注仕様書）を満たすこと。 
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